
せ
セ
ン
タ
ー
」
を
開
設
し
、
今
年

度
の
自
動
車
税
に
つ
い
て
、
納
め

忘
れ
て
い
る
人
や
口
座
振
替
で
引

き
落
と
し
で
き
な
か
っ
た
人
な
ど
、

納
期
限
を
一
定
期
間
過
ぎ
て
も
自

動
車
税
の
納
付
が
確
認
で
き
な
い

人
を
対
象
に
、
納
税
の
呼
び
か
け

を
行
い
ま
す
。

　

ま
だ
納
付
が
お
済
み
で
な
い
人

は
、
で
き
る
だ
け
早
く
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、｢

自
動
車
税
納
税
お
知

ら
せ
セ
ン
タ
ー｣

は
、
自
動
車
税

の
納
付
に
つ
い
て
案
内
を
行
う
も

の
で
す
。
納
付
す
べ
き
自
動
車
税

を
特
定
の
口
座
へ
振
り
込
む
よ
う

お
願
い
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
振
り
込
め
詐
欺
な
ど
に
は

十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
税
務
課

　

☎
０
９
９
（
２
８
６
）
２
１
９
６

災
害
を
受
け
た
人
に
対
す
る

県
税
の
減
免
な
ど
が
あ
り
ま
す

　

風
水
害
・
震
災
・
火
災
等
の
災

害
に
よ
っ
て
住
宅
な
ど
の
財
産
に

損
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
損
害

の
程
度
に
応
じ
て
県
税
（
個
人
事

業
税
、
自
動
車
税
、
不
動
産
取
得

税
、
産
業
廃
棄
物
税
、
個
人
県
民

税
）
の
減
免
を
受
け
た
り
、
納
期

限
を
延
ば
す
な
ど
の
措
置
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

※
こ
れ
ら
の
措
置
を
受
け
る
に
は
、

一
定
の
要
件
に
当
て
は
ま
る
こ
と

と
、
申
請
書
の
提
出
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

北
薩
地
域
振
興
局
県
税
課　
　

　

☎
０
９
９
６
（
23
）
５
１
５
１

県
立
宮
之
城
高
等
技
術
専
門
校

入
校
生
募
集

　

県
立
宮
之
城
高
等
技
術
専
門
校

で
は
、
平
成
22
年
度
オ
ー
プ
ン
キ

ャ
ン
パ
ス
と
平
成
23
年
度
推
薦
選

考
を
実
施
し
ま
す
。

○
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス

　

中
・
高
校
生
、
一
般
を
対
象
に

　

土
木
、
建
築
大
工
の
体
験
入
学

　

生
を
募
集
し
ま
す
。

　

・
日
時

　
　

７
月
28
日
（
水
）

　
　

午
前
９
時
～
午
後
０
時
30
分

　

・
申
込
期
限
＝
７
月
22
日
（
木
）

　

・
募
集
人
員
＝
先
着
30
人

　

・
参
加
費
＝
無
料

○
推
薦
選
考

　

土
木
・
建
築
大
工
の
技
術
技
能

　

の
習
得
を
目
的
と
し
た
入
校
生

　

を
募
集
し
ま
す
。

　

・
受
付
期
間

　
　

９
月
１
日
（
水
）
～

　
　

９
月
17
日
（
金
）

　

・
選
考
日
＝
10
月
１
日
（
金
）

　

・
選
考
方
法

　
　

筆
記
試
験
、
面
接

　

・
合
格
発
表
＝
10
月
７
日
（
木
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
立
宮
之
城
高
等
技
術
専
門
校

　

☎
０
９
９
６
（
53
）
０
２
０
７

個
別
労
働
関
係
紛
争
の
あ
っ
せ
ん

　

県
労
働
委
員
会
で
は
、
個
々
の

労
働
者
と
事
業
主
と
の
間
に
生
じ

た
労
働
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
の
解

決
の
お
手
伝
い
を
す
る
た
め
、
あ

っ
せ
ん
を
行
っ
て
い
ま
す
。
解
雇
、

い
じ
め
、
セ
ク
ハ
ラ
、
賃
金
の
引

き
下
げ
な
ど
、
労
使
双
方
か
ら
話

を
伺
い
、
話
し
合
い
に
よ
る
解
決

が
で
き
る
よ
う
お
手
伝
い
し
ま
す
。

○
受
付
時
間

　

平
日
の
午
前
８
時
30
分
～

　

午
後
５
時
15
分

○
申
請
方
法

　

あ
っ
せ
ん
希
望
者
は
、
労
働
委

　

員
会
に
申
請
書
を
提
出

○
費
用
＝
無
料

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
県
労
働
委
員
会

　

☎
０
９
９
（
２
８
６
）
３
９
４
３

県
立
博
物
館
企
画
展

「
と
べ  

と
べ  

と
ん
ぼ
」
開
催

　

鹿
児
島
は
絶
滅
危
惧
種
ベ
ッ
コ

ウ
ト
ン
ボ
の
国
内
最
大
級
の
生
息

地
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
シ

オ
カ
ラ
ト
ン
ボ
や
ギ
ン
ヤ
ン
マ
、

赤
ト
ン
ボ
の
な
か
ま
な
ど
身
近
な

ト
ン
ボ
の
ほ
か
、
生
き
た
化
石
と

言
わ
れ
る
ム
カ
シ
ト
ン
ボ
な
ど
、

数
多
く
の
珍
し
い
ト
ン
ボ
が
生
息

す
る
ト
ン
ボ
王
国
で
す
。
鹿
児
島

に
生
息
す
る
ト
ン
ボ
の
標
本
を
一

同
に
展
示
し
、
そ
の
生
態
を
紹
介

す
る
と
と
も
に
、
ヤ
ゴ
の
育
つ
河

川
や
池
沼
の
環
境
に
つ
い
て
考
え

る
機
会
と
し
ま
す
。

○
期
間

　

７
月
10
日(

土)

～

　

８
月
31
日(

火)

○
会
場

　

県
立
博
物
館
１
階
企
画
展
示
室

○
入
場
料
＝
無
料

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
立
博
物
館

　

☎
０
９
９
（
２
２
３
）
６
０
５
０

15 広報ながしま


